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秋田県ＤＸ推進ポータルサイト広告掲載実施要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、秋田県広告事業実施要綱（以下「要綱」という。）第 16 条第３項の規定に

基づき、秋田県産業労働部商工業振興課が管理する秋田県ＤＸ推進ポータルサイトへの広告掲

載について必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要領において、「広告」とは、文字又は画像で表示された情報で、広告を掲載する者

（以下「広告主」という。）の指定するＷｅｂページにリンクする機能を有するものをいう。 

（広告の掲載基準） 

第３条 要綱第５条及び第６条の規定のほか、次の各号に該当する者の広告は掲載しないものと

する。 

(1) 法律、法律に基づく命令、条例及び規則に違反した者 

(2) 民事再生法又は会社更生法による再生又は更生手続中の者 

(3) 県の指名停止措置を受けているもの又は県の指名停止要綱に該当する行為を行ったもの又

は不利益処分（違法又は不適当な行為によるものである場合に限る）を受けている者 

(4) 秋田県内に本店、支店その他の営業所を有していない者 

(5) その他広告を行う業種として適当でないと認められる業種に該当する者 

２ 要綱第７条の規定のほか、次の各号に該当する広告は掲載しないものとする。 

(1) 青少年にとって有害と認められるもの 

(2) 秋田県が推奨しているかのような誤解を与えるもの 

(3) 秋田県の公共機関としての社会的な信頼性又は公平性を損なうおそれのあるもの 

(4) 法令等で製造、販売等が禁止されている商品、許可を受けていない商品、粗悪品その他掲

載が不適当と認められる商品、又はサービスを提供するもの 

(5) 閲覧者の意思に反した動きをしたり、誤解を与えたりするおそれのあるもの 

(6) 実際には機能を有しないもの 

(7) 閲覧者が県に関する情報と錯誤するおそれのあるもの 

(8) 広告の表現及び配色で、閲覧者に不快感を与えるおそれのあるもの 

(9) その他広告の表現として適当でないと県が認めるもの 

（広告の掲載位置等） 

第４条 広告の掲載位置及び枠数は、別途、秋田県産業労働部商工業振興課長が定めるものとす

る。 

（広告の規格等） 

第５条 広告の種類は、バナー広告とする。 

２ 広告の規格等は、次のとおりとする。 

(1) 大きさ 縦２５０ピクセル×横３００ピクセル 

(2) 形式  ＰＮＧ・ＧＩＦ・ＪＰＥＧ（静止画とする） 

（広告の掲載期間） 

第６条 広告の掲載期間は、別途、秋田県産業労働部商工業振興課長が定めるものとする。 
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（広告の募集方法） 

第７条 広告は、県のＷｅｂサイト等により募集するものとする。 

２ 前項の規定による募集は、広告の枠を新たに設定したとき、又は広告の枠に空きが生じたと

きに行うことができるものとする。 

（広告掲載の申込み） 

第８条 広告の掲載を希望する者は、「秋田県ＤＸ推進ポータルサイト広告掲載申込書」（様式第

１号）により、県が指定する日までに、県に広告掲載を申し込むものとする。 

２ 申込みは、１者につき１枠とする。 

（広告掲載の決定） 

第９条 県は、前条の規定により申し込まれた広告について、申込み順に第３条の規定により定

められた要件に適合しているかを審査の上、掲載または非掲載を決定する。 

２ 県は、前項の規定により掲載を決定したときは、「秋田県ＤＸ推進ポータルサイト広告掲載決

定通知書」（様式第２号）により、非掲載を決定したときは、「秋田県ＤＸ推進ポータルサイト

広告非掲載決定通知書」（様式第３号）により、当該申込者に通知するものとする。 

（広告原稿の作成及び提出） 

第 10条 前条第２項の規定により掲載決定通知を受けた広告主は、広告として掲載するバナー画

像を、原則として広告掲載開始日から起算して 10日前までに、県が指定する方法で提出するも

のとする。 

２ 広告として掲載するバナー画像は、広告主が自己の負担により作成するものとする。 

３ 県は、第１項の規定により提出されたバナー画像の内容またはリンク先の内容が第３条の規

定に反すると判断した場合は、広告主に対して修正を求めることができる。 

４ 広告主は、前項の指示を受けた場合は、これに従わなければならない。 

（広告掲載料） 

第 11条 広告の掲載料は、１枠当たり月額２，５００円（消費税及び地方消費税を含む）とする。 

２ 広告主は、県が指定する日までに、掲載期間に係る広告掲載料を県が発行する納入通知書に

より一括で納入するものとする。 

（遅延利息） 

第 12条 広告主は、自己の責に帰すべき理由により、前条第２項に規定する期日までに広告掲載

料を支払わなかった場合は、当該期日の翌日から起算して納付する日までの日数に応じ、「政府

契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示（昭和 24 年 12 月 12 日大蔵省告示第 

991 号）」に定められた割合で計算した遅延利息を、県に支払うものとする。 

（広告掲載の取消し） 

第 13条 県は、次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちに広告の掲載を取り消すことがで

きる。 

(1) 第 10条第１項の規定により定められた日までに広告原稿が提出されないとき。 

(2) 第 11条第２項の規定により定められた日までに広告掲載料が納付されないとき。 

(3) 第３条の規定に反すると判断したとき。 

２ 県は、前項の規定により広告の掲載を取り消した場合は、当該広告主に対して理由を付して

その旨を通知するものとする。 
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３ 県は、第１項の規定により広告掲載を取り消した場合で、既に広告掲載料が納付されている

ときは、納付済みの広告掲載料は広告主に返還しない。ただし、複数月の広告掲載料を納付し

ている場合は、広告掲載の取消しを通知した日の属する月の翌月以降に係る広告掲載料を返還

する。 

４ 前項の規定により返還する広告掲載料には、利子を付さない。 

（広告掲載の取下げ） 

第 14条 広告主は、自己の都合により、掲載中あるいは掲載予定の広告を取り下げることができ

る。 

２ 広告主は、前項の規定により広告掲載を取り下げるときは、原則として取下げを希望する日

から起算して 10日前までに書面により県に申し出なければならない。 

３ 県は、前項の規定により広告掲載の取下げを受理した場合で、既に広告掲載料が納付されて

いるときは、納付済みの広告掲載料は広告主に返還しない。ただし、複数月の広告掲載料を納

付している場合は、広告掲載を取り下げる日の属する月の翌月以降に係る広告掲載料を返還す

る。 

４ 前項の規定により返還する広告掲載料には、利子を付さない。 

（広告掲載料の返還） 

第 15条 県は、広告主の責に帰さない理由により、広告の掲載期間において当該広告を掲載しな

かったときは、掲載しなかった日数に応じて、第 11条第１項の規定により定める広告掲載料に

基づき、日割り計算により算出した金額を広告主に返還する。ただし、当該広告を掲載しなか

った期間が１か月につき１日未満の場合は、返還しないものとする。 

２ 前項の規定により返還する広告掲載料には、利子を付さない。 

（広告の変更） 

第 16条 広告主は、広告の掲載期間が複数月の場合は、当該広告の内容を原則として月単位で変

更することができるものとする。 

２ 広告主は、広告の内容を変更するときは、変更する日から起算して 10日前までに秋田県ＤＸ

推進ポータルサイト掲載広告変更申込書（様式第４号）により申し込むものとする。 

３ 前項の規定により広告を変更する場合には、第 10条第２項及び第３項の規定を準用するもの

とする。 

（広告主の責務） 

第 17条 広告主は、広告及び広告主が指定したリンク先のＷｅｂページの内容その他の広告掲載

に関するすべての事項について、一切の責任を負うものとし、第三者の権利の侵害、財産権の

不適正な処理、第三者に不利益を与える行為その他の不正な行為を行ってはならない。 

２ 広告主は、広告の掲載により、第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及び負担におい

て解決しなければならない。 

（協議） 

第 18条 この要領に定めのない事項について疑義が生じた場合は、県と広告主が協議し、解決を

図るものとする。 

（裁判管轄） 

第 19条 この要領に定める広告掲載に関する訴訟は、秋田地方裁判所に提訴するものとする。 
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附 則 

１ この要領は、令和４年１月２１日から施行する。 

 附 則 

１ この要領は、令和６年１１月１日から施行する。 

２ この要領による改正後の秋田県 DX 推進ポータルサイト広告掲載実施要領第３条第１項の規

定は、令和６年１１月１日以降に広告の掲載を希望する者について適用し、同日以前に広告の

掲載を希望する者については従前の例による。 

附 則 

１ この要領は、令和８年４月１日から施行する。 

 


